
令和7年度　指名停止措置一覧

業者名 所在地 指名停止期間 指名停止理由 要領該当条項 備考

令和７年６月２０日から

　　　　　 ９月１９日まで

（３か月）

令和７年８月２５日から

令和８年１月２４日まで

（５か月）

令和７年８月２５日から

　　　　　 ９月　７日まで

（２週間）

令和７年９月１９日から

　　　 　１１月１８日まで

（２か月）

令和７年１２月１８日から

令和８年３月１７日まで

（３か月）

令和８年１月２２日から

　　　　　 ３月２１日まで

（２か月）

令和８年３月２５日から

　　　　　 ８月２４日まで

（５か月）

―6 株式会社　ナカノアイシステム 新潟市中央区鳥屋野432 契約違反

阿賀野市建設工事請
負業者指名停止措置
要領第２条第３項及び

第４項

パナソニック環境
エンジニアリング 株式会社

大阪府吹田市垂水町３丁
目２８番３３号

2 新明和工業　株式会社 兵庫県宝塚市新明和町1-1

3 株式会社　日さく

4

1 ―不正又は不誠実な行為有限会社　京ヶ瀬電気 阿賀野市小河原431-5

阿賀野市建設工事請
負業者指名停止措置

要領第２条第１項（別表
第２、第13号）

―

―

埼玉県さいたま市大宮区桜
木町四丁目199-3

―

建設業法違反行為

阿賀野市建設工事請
負業者指名停止措置
要領第２条第３項及び

第４項

独占禁止法違反行為

阿賀野市建設工事請
負業者指名停止措置
要領第２条第３項及び

第４項

安全管理措置の不適切
により生じた工事等関係
者事故

阿賀野市建設工事請
負業者指名停止措置
要領第２条第３項及び

第４項

―5 株式会社　遠清商事 阿賀野市保田９０８ 不正又は不誠実な行為

阿賀野市建設工事請
負業者指名停止措置
要領第２条第３項及び

第４項

―7
株式会社　トーニチコンサル
タント

東京都渋谷区本町1-13-3 独占禁止法違反行為

阿賀野市建設工事請
負業者指名停止措置
要領第２条第３項及び

第４項
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